
議案第１号 

選挙人名簿の登録抹消について 

１ 選挙人名簿に登録されている次の者は、平成３１年２月１日以前に死亡したので、

公職選挙法第２８条第１号の規定により、その登録を抹消する。 

苫小牧市 

外 １７６人 

２ 選挙人名簿に登録されている次の者は、平成３０年９月３０日以前に転出し、本 

市の区域内に住所を有しなくなった日後４箇月を経過したので、公職選挙法第２８ 

条第２号の規定により、その登録を抹消する。 

苫小牧市 

外 ３１２人 

３ 選挙人名簿に登録されている次の者は、登録されるべきでなかったので、公職選 

挙法第２８条第３号の規定により、その登録を抹消する。 

 該 当 者 無 し 

平成３１年２月１３日提出 

苫小牧市選挙管理委員会委員長 三 浦 希 嘉 

登録を抹消する者は、別冊｢選挙人名簿登録抹消者名簿｣のとおり 



男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
1 市 立 苫 小 牧 東 小 学 校 1 1 2 2 3 5 0 3 4 7 -3 1 -2 1,092 1,159 2,251
2 市 立 苫 小 牧 東 中 学 校 3 1 4 5 4 9 0 8 5 13 0 -2 -2 1,307 1,472 2,779
3 市 立 若 草 小 学 校 2 4 6 2 9 11 0 4 13 17 -2 3 1 882 1,009 1,891
4 新 中 野 総 合 福 祉 会 館 1 4 5 8 1 9 0 9 5 14 5 6 11 2,129 2,020 4,149
5 文 化 交 流 セ ン タ ー 0 0 0 4 5 9 0 4 5 9 0 -1 -1 791 863 1,654
6 市 立 苫 小 牧 西 小 学 校 3 5 8 6 4 10 0 9 9 18 -7 -6 -13 1,712 2,059 3,771
7 市 立 大 成 小 学 校 3 5 8 0 0 0 0 3 5 8 2 -2 0 1,122 1,404 2,526
8 西 町 総 合 福 祉 会 館 1 3 4 3 6 9 0 4 9 13 0 4 4 1,262 1,893 3,155
9 市 立 北 光 小 学 校 4 1 5 4 2 6 0 8 3 11 0 2 2 1,619 1,975 3,594
10 市 立 啓 北 中 学 校 2 2 4 3 2 5 0 5 4 9 -5 -5 -10 1,774 2,045 3,819
11 見 山 町 総 合 福 祉 会 館 2 1 3 5 3 8 0 7 4 11 0 -3 -3 1,010 1,254 2,264
12 第八区総合福祉センター 1 3 4 4 4 8 0 5 7 12 -2 1 -1 1,686 1,697 3,383
13 市 立 清 水 小 学 校 2 1 3 4 1 5 0 6 2 8 0 5 5 994 1,039 2,033
14 市 立 和 光 中 学 校 3 5 8 10 7 17 0 13 12 25 -5 -6 -11 1,807 1,748 3,555
15 市 立 緑 小 学 校 2 0 2 3 2 5 0 5 2 7 1 0 1 2,558 2,813 5,371
16 住吉コミュニティセンター 3 3 6 0 4 4 0 3 7 10 -2 -5 -7 1,256 1,568 2,824
17 市 立 美 園 小 学 校 1 0 1 6 4 10 0 7 4 11 -6 -2 -8 1,963 1,873 3,836
18 新 明 町 総 合 福 祉 会 館 1 2 3 2 1 3 0 3 3 6 7 6 13 983 887 1,870
19 苫小牧地域職業訓練センター 3 2 5 11 8 19 0 14 10 24 0 -4 -4 2,467 2,327 4,794
20 市 立 明 野 小 学 校 3 4 7 8 3 11 0 11 7 18 0 3 3 1,917 2,042 3,959
21 市 立 光 洋 中 学 校 3 1 4 0 1 1 0 3 2 5 -2 -1 -3 853 883 1,736
22 市 立 糸 井 小 学 校 5 0 5 2 2 4 0 7 2 9 5 -6 -1 2,102 2,102 4,204
23 市 立 北 星 小 学 校 1 2 3 3 0 3 0 4 2 6 -4 0 -4 1,510 1,645 3,155
24 市 立 豊 川 小 学 校 2 2 4 1 3 4 0 3 5 8 2 -1 1 1,088 1,281 2,369
25 市立啓北中学校山なみ分校 0 4 4 2 2 4 0 2 6 8 0 -1 -1 1,903 2,080 3,983
26 し ら か ば 総 合 福 祉 会 館 5 3 8 2 1 3 0 7 4 11 -2 -1 -3 1,733 2,086 3,819
27 市 立 日 新 小 学 校 4 2 6 6 5 11 0 10 7 17 -3 0 -3 2,458 2,685 5,143
28 柏 木 町 町 内 会 館 4 1 5 8 2 10 0 12 3 15 -4 -3 -7 2,465 2,783 5,248
29 市 立 泉 野 小 学 校 1 1 2 2 3 5 0 3 4 7 3 4 7 1,756 1,962 3,718
30 市 立 澄 川 小 学 校 2 1 3 7 6 13 0 9 7 16 0 -3 -3 2,725 3,045 5,770
31 と き わ 町 総 合 福 祉 会 館 1 0 1 2 3 5 0 3 3 6 4 0 4 1,631 1,816 3,447
32 市 立 錦 岡 小 学 校 2 3 5 4 2 6 0 6 5 11 -1 -3 -4 1,815 1,877 3,692
33 のぞみコミュニティセンター 6 4 10 2 6 8 0 8 10 18 7 10 17 2,299 2,445 4,744
34 市 立 明 徳 小 学 校 3 2 5 3 2 5 0 6 4 10 2 1 3 1,463 1,773 3,236
35 樽 前 交 流 セ ン タ ー 1 2 3 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 249 306 555
36 沼ノ端コミュニティセンター 1 3 4 6 3 9 0 7 6 13 3 -5 -2 1,613 1,484 3,097
37 市 立 沼 ノ 端 中 学 校 1 3 4 2 1 3 0 3 4 7 0 0 0 1,749 1,822 3,571
38 市 立 拓 勇 小 学 校 2 2 4 15 9 24 0 17 11 28 -7 0 -7 4,823 4,400 9,223
39 市 立 ウ ト ナ イ 小 学 校 4 1 5 7 4 11 0 11 5 16 12 13 25 3,414 3,360 6,774
40 勇 払 公 民 館 1 3 4 1 2 3 0 2 5 7 1 0 1 825 848 1,673
41 植苗ファミリーセンター 0 0 0 14 4 18 0 14 4 18 1 1 2 601 639 1,240

90 87 177 179 134 313 0 0 0 269 221 490 0 0 0 69,406 74,469 143,875

69,675 74,690 144,365

合 計

前回１月１日現在選挙人名簿登録者数

平成３１年２月１日現在　 　選挙人名簿登録抹消者数調　 　（投票区別）

投票区 投　 　票　 　所　 　名
第 １ 号 死 亡 者 第 ２ 号 転 出 者 第 ３ 号 誤 載 者当 月 抹 消 者 の 計 市内転居 既 選 挙 人 名 簿 登 録 者 数



議案第２号 

北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙に係るポスター掲示場の総数減少協議

について 

 平成３１年４月７日執行の北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙におけるポスター掲

示場の総数減少協議について、公職選挙法第１４４条の２第２項ただし書（北海道議会議

員選挙の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第２条）の規定により下記のと

おりとする。

平成３１年２月１３日提出 

苫小牧市選挙管理委員会委員長 三 浦 希 嘉 

１ ポスター掲示場設置箇所数 

別紙のとおり 

２ ポスター掲示場の総数減少協議書（北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙） 

別紙のとおり 



投票区
の面積

選挙人名簿
登録者数

(ｋ㎡) 平成30年6月1日現在

第 1 市立苫小牧東小学校 1.24 2,281 7 7 7

第 2 市立苫小牧東中学校 1.29 2,796 6 6 7

第 3 市立若草小学校 0.73 1,884 5 5 7

第 4 新中野総合福祉会館 6.98 4,228 7 7 8

第 5 文化交流センタ－ 0.38 1,698 4 4 7

第 6 市立苫小牧西小学校 1.49 3,822 7 7 7

第 7 市立大成小学校 0.58 2,533 5 5 7

第 8 西町総合福祉会館 0.37 3,201 4 4 7

第 9 市立北光小学校 10.89 3,568 8 8 9

第10 市立啓北中学校 0.79 3,854 5 5 7

第11 見山町総合福祉会館 0.56 2,315 5 5 7

第12 第八区総合福祉センター 1.40 3,479 5 5 7

第13 市立清水小学校 3.08 2,030 5 5 7

第14 市立和光中学校 0.70 3,576 5 5 7

第15 市立緑小学校 1.12 5,355 8 8 8

第16 住吉コミュニティセンター 4.51 2,856 7 7 8

第17 市立美園小学校 128.05 3,919 6 6 9

第18 新明町総合福祉会館 3.22 1,904 6 6 7

第19 苫小牧地域職業訓練センター 3.14 4,835 7 7 7

第20 市立明野小学校 0.95 4,023 4 4 7

第21 市立光洋中学校 0.76 1,738 5 5 7

第22 市立糸井小学校 1.75 4,299 7 7 7

第23 市立北星小学校 0.70 3,209 5 5 7

第24 市立豊川小学校 2.47 2,411 4 4 7

第25 市立啓北中学校山なみ分校 2.24 4,030 7 7 7

第26 しらかば総合福祉会館 1.00 3,930 6 6 7

第27 市立日新小学校 9.85 5,234 9 9 9

第28 柏木町町内会館 10.67 5,259 8 8 9

第29 市立泉野小学校 0.77 3,754 5 5 7

第30 市立澄川小学校 1.15 5,824 8 8 8

第31 ときわ町総合福祉会館 0.80 3,486 5 5 7

第32 市立錦岡小学校 12.12 3,722 8 8 9

第33 のぞみコミｭニテｨセンター 43.97 4,695 9 9 9

第34 市立明徳小学校 1.07 3,259 7 7 7

第35 樽前交流センター 82.82 559 4 4 8

第36 沼ノ端コミｭニテｨセンター 2.79 3,153 7 7 7

第37 市立沼ノ端中学校 61.35 3,568 ※ 8 9 9

第38 市立拓勇小学校 2.83 9,081 ※ 9 8 8

第39 市立ウトナイ小学校 3.45 6,677 7 7 8

第40 勇払公民館 43.48 1,751 8 8 9

第41 植苗ファミリ－センタ－ 104.10 1,272 4 4 9

合 計 561.61 145,068 256     312

※印は、公職選挙法施行令１１１条第３項の規定による調整後の数

（参考）公職選挙法施行令第１１１条第１項の規定によるポスター掲示場の数

  選挙人名簿登録者数

１千人未満

１千人以上５千人未満

５千人以上１万人未満

１万人以上

 ４平方キロメートル以上８平方キロメートル未満 ８   箇 所

 ８平方キロメートル以上 ９   箇 所

 ４平方キロメートル未満 ７   箇 所

 ４平方キロメートル以上 １０   箇 所

 ４平方キロメートル未満 ８   箇 所

 ４平方キロメートル以上 ９   箇 所

 ４平方キロメートル未満 ９   箇 所

 ４平方キロメートル以上８平方キロメートル未満 ７   箇 所

ポスター掲示場の数

 ２平方キロメートル未満 ５ 　箇 所

 ８平方キロメートル以上 ８　 箇 所

　公営ポスター掲示場設置箇所数

投票区 投票所名
ポスター

掲示場の数

法第１４４条
の２第９項た
だし書による

数

 ２平方キロメートル以上４平方キロメートル未満 ６ 　箇 所

政令設置基
準による数

256

    投票区ごとの面積



苫 選 第 ３ 号 

平成３１年１月２５日 

北海道選挙管理委員会委員長 様

苫小牧市選挙管理委員会 

委員長 三 浦 希 嘉 

ポスター掲示場の総数減少協議書

平成３１年４月７日執行予定の北海道知事選挙において、次のとおりポス

ター掲示場の総数を減少したいので、公職選挙法第１４４条の２第２項ただ

し書（北海道議会議員選挙の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条

例第２条）の規定により協議します。

記

（総括表）

政令基準掲示場

設 置 総 数

減少する

掲示場数（イ）

減少後の掲示場

設 置 総 数
減少する理由

３１２ ５６ ２５６

①投票区域が狭小であり、

また居住区域が密集し、掲

示場所が近接していると

ころから減じても効果が

損なわれない。 

（関係投票区 ２３） 

第２投票区、第３投票区、 

第４投票区、第５投票区、 

第７投票区、第８投票区、 

第９投票区、第 10 投票区、 

第 11 投票区、第 12 投票区、 

第 13 投票区、第 14 投票区、 

第 16 投票区、第 18 投票区、 



第 20 投票区、第 21 投票区、 

第 23 投票区、第 24 投票区、 

第 26 投票区、第 28 投票区、 

第 29 投票区、第 31 投票区、 

第 39 投票区 

②投票区の面積は広大だ

が山間部を含み、また、居

住区域も限定されており、

掲示場付近には居住者が

いないため、設置の効用が

十分発揮できない。 

（関係投票区 ３） 

第 32 投票区、第 35 投票区、 

第 40 投票区 

③投票区の面積は広大だ

が、山間部を含み、また、

居住区域も限定されてお

り、近接地には掲示場もあ

るため減じても効果が損

なわれない。 

（関係投票区 ２） 

第 17 投票区、第 41 投票区 



（関係投票区別内訳）

関係投票区
選挙人名簿

登録者数

面 積

（k ㎡）

政令の規定

による数
設置数

増減内訳

増（ロ） 減（ハ）

第 ２投票区 2,796 1.29 7 ６ １

第 ３投票区 1,906 0.73 ７ ５ ２

第 ４投票区 4,189 6.98 ８ ７ １

第 ５投票区 1,684 0.38 ７ ４ ３

第 ７投票区 2,529 0.58 ７ ５ ２

第 ８投票区 3,168 0.37 ７ ４ ３

第 ９投票区 3,609 10.89 ９ ８ １

第１０投票区 3,840 0.79 ７ ５ ２

第１１投票区 2,297 0.56 ７ ５ ２

第１２投票区 3,414 1.40 ７ ５ ２

第１３投票区 2,042 3.08 ７ ５ ２

第１４投票区 3,604 0.70 ７ ５ ２

第１６投票区 2,847 4.51 ８ 7 １

第１７投票区 3,914 128.05 ９ ６ ３

第１８投票区 1,836 3.22 ７ ６ １

第２０投票区 3,994 0.95 ７ ４ ３

第２１投票区 1,753 0.76 ７ ５ ２

第２３投票区 3,184 0.70 ７ ５ ２

第２４投票区 2,387 2.47 ７ ４ ３

第２６投票区 3,848 1.00 ７ ６ １

第２８投票区 5,285 10.67 ９ ８ １

第２９投票区 3,726 0.77 ７ ５ ２

第３１投票区 3,463 0.80 ７ ５ ２

第３２投票区 3,713 12.12 ９ ８ １

第３５投票区 563 82.82 ８ ４ ４

第３９投票区 6,773 3.45 ８ ７ １

第４０投票区 1,699 43.48 ９ ８ １

第４１投票区 1,265 104.10 ９ ４ ５

計 ２１２ １５６ ５６



備考

１ 総括表の（イ）欄の数に関係のあるすべての投票区について記載するこ

と。

 （（イ）＝（ハ）－（ロ））

２ 設置数を減じようとする投票区については、町名又は字名並びに道路、

居住状況及び設置予定箇所等を表示した図面（略図でも差し支えない。）

を添付すること。



苫 選 第 ４ 号 

平成３１年１月２５日 

北海道選挙管理委員会委員長 様

苫小牧市選挙管理委員会 

委員長 三 浦 希 嘉 

ポスター掲示場の総数減少協議書

 平成３１年４月７日執行予定の北海道議会議員選挙において、次のとおり

ポスター掲示場の総数を減少したいので、公職選挙法第１４４条の２第２項

ただし書（北海道議会議員選挙の選挙におけるポスター掲示場の設置に関す

る条例第２条）の規定により協議します。

記

（総括表）

政令基準掲示場

設 置 総 数

減少する

掲示場数（イ）

減少後の掲示場

設 置 総 数
減少する理由

３１２ ５６ ２５６

①投票区域が狭小であり、

また居住区域が密集し、掲

示場所が近接していると

ころから減じても効果が

損なわれない。 

（関係投票区 ２３）

第２投票区、第３投票区、 

第４投票区、第５投票区、 

第７投票区、第８投票区、 

第９投票区、第 10 投票区、 

第 11 投票区、第 12 投票区、 

第 13 投票区、第 14 投票区、 

第 16 投票区、第 18 投票区、 



第 20 投票区、第 21 投票区、 

第 23 投票区、第 24 投票区、 

第 26 投票区、第 28 投票区、 

第 29 投票区、第 31 投票区、 

第 39 投票区 

②投票区の面積は広大だ

が山間部を含み、また、居

住区域も限定されており、

掲示場付近には居住者が

いないため、設置の効用が

十分発揮できない。

（関係投票区 ３） 

第 32 投票区、第 35 投票区、 

第 40 投票区 

③投票区の面積は広大だ

が、山間部を含み、また、

居住区域も限定されてお

り、近接地には掲示場もあ

るため減じても効果が損

なわれない。

（関係投票区 ２） 

第 17 投票区、第 41 投票区 



（関係投票区別内訳）

関係投票区 
選挙人名簿

登録者数 

面 積

（k ㎡）

政令の規定 

による数 
設置数 

増減内訳 

増（ロ） 減（ハ）

第 ２投票区 2,796 1.29 7 ６ １ 

第 ３投票区 1,906 0.73 ７ ５ ２ 

第 ４投票区 4,189 6.98 ８ ７ １ 

第 ５投票区 1,684 0.38 ７ ４ ３ 

第 ７投票区 2,529 0.58 ７ ５ ２ 

第 ８投票区 3,168 0.37 ７ ４ ３ 

第 ９投票区 3,609 10.89 ９ ８ １ 

第１０投票区 3,840 0.79 ７ ５ ２ 

第１１投票区 2,297 0.56 ７ ５ ２ 

第１２投票区 3,414 1.40 ７ ５ ２ 

第１３投票区 2,042 3.08 ７ ５ ２ 

第１４投票区 3,604 0.70 ７ ５ ２ 

第１６投票区 2,847 4.51 ８ 7 １ 

第１７投票区 3,914 128.05 ９ ６ ３ 

第１８投票区 1,836 3.22 ７ ６ １ 

第２０投票区 3,994 0.95 ７ ４ ３ 

第２１投票区 1,753 0.76 ７ ５ ２ 

第２３投票区 3,184 0.70 ７ ５ ２ 

第２４投票区 2,387 2.47 ７ ４ ３ 

第２６投票区 3,848 1.00 ７ ６ １ 

第２８投票区 5,285 10.67 ９ ８ １ 

第２９投票区 3,726 0.77 ７ ５ ２ 

第３１投票区 3,463 0.80 ７ ５ ２ 

第３２投票区 3,713 12.12 ９ ８ １ 

第３５投票区 563 82.82 ８ ４ ４ 

第３９投票区 6,773 3.45 ８ ７ １ 

第４０投票区 1,699 43.48 ９ ８ １ 

第４１投票区 1,265 104.10 ９ ４ ５ 

計 ２１２ １５６ ５６ 



備考

１ 総括表の（イ）欄の数に関係のあるすべての投票区について記載するこ

と。

 （（イ）＝（ハ）－（ロ））

２ 設置数を減じようとする投票区については、町名又は字名並びに道路、

居住状況及び設置予定箇所等を表示した図面（略図でも差し支えない。）

を添付すること。



議案第３号 

個人演説会等の施設使用の費用額等の承認について 

下記の個人演説会等の施設の管理者から申請のあった個人演説会等の施設の使用の

ために納付すべき費用の額を、公職選挙法施行令第１２１条の規定により承認する。

平成３１年２月１３日提出 

苫小牧市選挙管理委員会委員長 三 浦 希 嘉 

記 

施設の名称 施設管理者 施設使用の費用額等 

苫小牧市民会館 

指定管理者 

北海道クリーン開発・北海道共立コンソーシアム 

代表 北海道クリーン開発株式会社 

代表取締役 伊部 廣明

別紙のとおり 









協議第１号 

第１９回統一地方選挙における投票所入場券の様式について 

第１９回統一地方選挙における投票所入場券の様式について、次のとおり協議する。

平成３１年２月１３日提出 

苫小牧市選挙管理委員会委員長 三 浦 希 嘉 

１ 北海道知事及び北海道議会議員選挙 

（１）紙質  上質１０９ｋｇ 

（２）紙色  白色 

（３）刷色  ２色（青・ピンク） 

（４）規格  三つ折葉書 

（５）様式  別紙のとおり 

２ 苫小牧市議会議員選挙 

（１）紙質  上質１０９ｋｇ 

（２）紙色  白色 

（３）刷色  ２色（緑・オレンジ） 

（４）規格  三つ折葉書 

（５）様式  別紙のとおり 











協議第２号 

第１９回統一地方選挙における選挙時啓発事業について 

苫小牧市選挙管理委員会と苫小牧市明るい選挙推進協議会が連携して行う、第１９

回統一地方選挙における選挙時啓発事業計画（案）を別紙のとおり策定したので協議

する。

平成３１年２月１３日提出 

苫小牧市選挙管理委員会委員長 三 浦 希 嘉   



第１９回統一地方選挙 選挙時啓発事業計画（案） 

事 業 名 事業主体 実施期間 事 業 内 容 備 考 

１ 文書による啓発 

① 広報紙の活用 

② 報道機関等の協力

要請 

③ 明るい選挙の実践

に関する決議 

④ 街頭啓発の実施 

   （啓発資材の配布） 

２ 視覚による啓発 

① 懸垂幕による啓発 

② 車幕による啓発 

③ バス車内広告 

④ ウォッチレットの

利用 

⑤ ポスターによる啓

発 

⑥ デジタルサイネー

ジの利用 

３ 聴覚による啓発 

① 広報車よる啓発 

② 大型店店内放送、市

役所庁内放送によ

る啓発 

４ インターネットによ

る啓発 

５ 選挙事務従事者を通

した啓発 

選   管 

選   管 

明 推 協 

選   管 

明 推 協 

選   管 

明 推 協 

選   管 

明 推 協 

選   管 

明 推 協 

選   管 

選   管 

明 推 協 

選   管 

選   管 

選   管 

選   管 

選   管 

期 間 中 

３月３０日

（土）予定 

４月１３日 

（土）予定 

期 間 中 

随   時 

期 間 中 

期 間 中 

期 間 中 

期 間 中 

投 票 日 

期 間 中 

期 間 中 

期 間 中 

広報とまこまいに選挙啓発文を掲載し、全

戸に配布する。 

明るい選挙の推進と選挙執行について報

道機関等の協力を得て周知徹底を図る。 

「決議文」を作成し、マスコミ等を通じ明る

い選挙の実践を徹底させるほか、選挙事務所

等に配布する。 

選挙期日の周知及び棄権防止の呼びかけ

を行い、投票総参加を呼びかける。 

選挙期日及び棄権防止の標語を入れ、投票

参加を呼びかける。 

 市公用車にマグネット式の車幕を掲出し、

投票参加を呼びかける。 

 告示日から投票日まで、バス車内に啓発ポ

スターを掲示し、投票参加を呼びかける。 

市役所各階トイレにオリジナル広告を掲出

する。 

市内公共施設、高校、大学、専門学校などに

掲示を依頼する。 

イオン２階フードコートに設置されてい

る、電子掲示板（行政コンテンツ）にて広告

を流す。 

 市役所１階住民課前の電子掲示板に広告

を流す。 

 東西２方向にて広報車で巡回し、啓発を行

う。 

 市内主要商業施設の店内放送及び市役所

庁内放送を利用し、期日前投票制度の周知及

び投票参加を呼びかける。 

 選挙公報をはじめとした選挙に関する情

報を掲載する。 

 ホームページやFaceBook等を利用し、選挙

に関する情報を掲載し、周知を図る。 

 市公式ホームページのトップバナーに広

告を掲載する。 

 投票立会人の公募（高校生、大学生を含

む）、選挙事務臨時職員の募集告知などによ

り、選挙に対する関心を高める。 

３月１日号 

４月１日号 

イオンモール 

MEGAドンキ 

市役所庁舎 

北面 

3月21日～ 

4月21日 

市公用車25台 

道南バス82台 

イオンモール 

市役所1階 

市広報車2台 

イオンモール 

MEGAドンキ 





投 票 用 紙 

選挙名 種類 紙質・規格 紙色 刷色 

苫小牧市議会議員選挙 
一般投票 ＢＰコート１１０ 

白色 赤色 
点字投票 上質紙 特厚口 

（参考） 

選挙名 種類 紙質・規格 紙色 刷色 

北海道知事選挙 
一般投票 ＢＰコート１１０ 

白色 

黒色 
点字投票 上質紙 特厚口 

北海道議会議員選挙 
一般投票 ＢＰコート１１０ 

薄い青色

点字投票 上質紙 特厚口 






